
■めざす方向

人と環境にやさしいまちづくりをめざして、計

画的な土地利用とともに、民間活力を活用しな

がら、日常生活の中心となる地域核の形成や

良好な開発の誘導を図ります。

■基本計画

(1)人と環境に優しい土地利用

①計画的な土地利用の推進

環境に配慮した暮らしやすいまちづくりを

進めるため、臨海都市ゾーン、田園・丘陵市街

地ゾーン、山麓・林間交流ゾーンの方向性に

沿った土地利用とともに、南海貝塚駅周辺の

活性化による都心の形成や、おもな鉄道駅周

辺における地域核など、都市核の形成を促進

します。

②交通体系と地域環境に整合する土地利用

鉄道駅に近く、日常生活圏の中心となる

地域は、良好な都市基盤の集積を促進す

るとともに、高度利用も可能なように都市計

画の見直しも視野に入れながらまちづくりを

推進します。

鉄道駅近辺の市街化調整区域について

は、計画的な市街化区域への編入も視野に

入れた検討を行います。

丘陵部に残された緑地を含む、市街地から

離れた農地や山林などの市街化調整区域

は、引き続き開発を抑制し、農林業の振興と

自然環境の保全を図ります。

(2)民間活力の活用

①地域核の形成

民間開発に対する適切な規制・誘導によ

り、鉄道駅周辺において、魅力的な住宅や商

業施設など、日常生活圏の地域核となりうる

都市機能の整備を促進します。

②良好な開発の誘導

既成市街地内の工場跡地などを利用した

大規模開発については、開発事業者との協

議のもと、良好な開発を促し、市街地環境の

改善を図ります。

ＪＲ和泉橋本駅東側など、鉄道駅近辺の

市街化調整区域を市街化区域に編入する場

合にあっては、公共交通機関の利用を促進

する地域核として位置づけ、環境に配慮した

都市基盤整備を促進します。

第１節 計画的土地利用と都市核の形成

１．計画的な土地利用

■現況と課題

市民が快適に暮らすことができ、将来にわた

って住み続けたくなるまちをつくるには、人と環

境に優しい、計画的な土地利用が必要です。

現状の土地利用は、鉄道駅を中心に市街化

が進み、市街化されていない平野部や丘陵部

は農地として、また、山間部は山林として、ほぼ

立地条件に応じた土地利用がなされています

が、鉄道から離れたミニ開発の住宅団地や鉄

道駅近くの農地も一部に見られます。臨海部の

二色の浜産業団地※は、近年、企業立地が進

み、空閑地はほぼなくなりつつありますが、一方

で、内陸部の大規模工場跡地などの一部に未

利用地が残っていることから、今後も計画的な

土地利用を促進する必要があります。

今後の土地利用の方向として、立地条件や

交通体系を活かした、人と環境に優しい都市計

画を基本に、市街化区域内農地の宅地化など

新たな市街地の形成にあたっては、適切な開

発の誘導により計画的な市街地開発を促す必

要があります。開発の誘導においては、民間活

力を適切に活用し、日常生活圏における地域

核の形成や良好な市街地形成を促進していく

ことが求められています。
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●市民アンケートの結果（平成１５年実施、以下同じ）
住み続けたい理由（複数回答）件数＝1090 住み続けたくない理由（複数回答）件数＝144



円滑化、公共交通機関相互の連携強化など、

公共交通の多様な利用促進策を講じる必要が

あります。市民アンケートでも、生活環境で「バス

の便利さ」への評価が最も低く、福祉型コミュニ

ティバス※を含めた路線の再編や充実が求めら

れています。また、市民の環境に対する意識も

高まってきていることから、公共交通機関の利

用促進及び渋滞対策として、パーク＆ライド※駐

車場やレンタサイクルの充実とともに、利用促進

につながる情報の提供など、市民の行動を促

す積極的な取り組みが必要です。

［港 湾］

本市北部から忠岡町にかけての阪南港は、

重要港湾※として位置付けられています。

近年、貝▲地区の港湾整備に伴って港湾機

能の強化が図られており、今後一層の利用促

進が求められています。

■めざす方向

環境に優しい移動手段である公共交通機関

の活性化をめざして、駅周辺の環境整備や利

便性の向上を図ります。また、海上交通の振興

をめざして、港湾機能の充実を図ります。

■基本計画

(1)公共交通システムの充実

①公共交通機関の利用促進

鉄道駅、バス停については、障害者や高齢

者をはじめ誰もが利用しやすいように、段差

解消、スロープ・エレベーターの設置、わかりや

すい表示などの改良を関係機関と協力して

推進します。

駅前広場及び周辺道路の整備を図るとと

もに、駅近辺での駐車場の供給を促し、公共

交通機関の利用を促進します。

水間鉄道への自転車持込の拡大や、安価

で利用しやすいレンタサイクルの整備・充実を

関係機関とともに検討し、自転車と鉄道がと

もに利用しやすい環境整備に努めます。

福祉型コミュニティバスについては、役割に

応じた運行路線やダイヤなどの再編・充実に

努め、利便性の向上を図ります。

２．公共交通などの交通基盤の整備

■現況と課題

［公共交通システムの充実］

本市の公共交通は、都市間鉄道である南海

本線、ＪＲ阪和線とともに、市域内の骨格を形成

する水間鉄道によって鉄道網が構成され、鉄

道駅と市内を結ぶ交通機関として路線バスな

どが運行されています。一方、本市の鉄道利用

率は周辺市町と比べても高くはなく、路線バス

とともに利用者数は減少傾向にあります。交通

渋滞や環境への影響など、多様な都市・交通

問題を解決するために、自家用車の利用から

公共交通や自転車などの適切な交通手段へ

の転換が求められています。

このため、駅などのバリアフリー化や、自転

車・バイクなど個人の移動手段との乗り継ぎの
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貝塚市 岸和田市 熊取市 泉佐野市 田尻市 泉南市 阪南市 岬町 

27.8％ 27.6％ 33.8％ 29.3％ 29.2％ 31.7％ 38.8％ 37.7％ 

● 泉南地域における市町別出勤発生交通の鉄道利用率 
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資料：パーソントリップ調査（H12年度実施）

資料：都市交通年報
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平成16年度 
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● 福祉型コミュニティバスの利用状況 

外航船 

隻　　　数 総トン 数  

資料：大阪府港湾局 
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● 阪南港の入港船舶の推移 
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●泉南地域における市町別出勤発生交通の鉄道利用率
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■めざす方向

快適な住環境の形成をめざして、良質な住

宅の供給を促進するとともに、良好な市街地の

整備を進めます。

■基本計画

(1)良質な住宅の供給

①良質な民間住宅の供給

民間住宅の開発に当たっては、開発者と

十分協議を行い、良質な民間住宅の供給と

ともに、良好な住環境整備を促進します。

②公営住宅の計画的な整備の推進

市営住宅については、「貝▲市営住宅スト

ック総合活用計画」(平成15年３月策定)に基

づいて、建替えなどの整備を推進します。

府営住宅については、府と協議を行いながら

周辺環境も含めた住環境の改善に努めます。

(2)快適な住環境の形成

①良好な宅地供給の促進

良質で快適な住環境形成のため、東山丘

陵地などにおける良好な住宅地の供給を促

進します。

②既成市街地の環境改善

老朽住宅の密集市街地など、住環境の改

善が必要な地区については、住民による主体

的なまちづくりの取り組みを基本に、それぞれ

の地区にふさわしい方法を検討し、環境整備

に努めます。

③新たな住宅地開発の指導

市街化区域内農地の宅地化など、新たな

住宅地開発については、開発事業者との協

議を行いながら、道路、公園などの都市基盤

とあわせて、良好な開発を促進します。

②公共交通機関相互の連携強化

南海本線、ＪＲ阪和線、水間鉄道、路線バ

スなどの連携強化を促し、乗り継ぎ利便性の

向上を図ります。

(2)港湾機能の充実

①海上交通の振興

関西国際空港や阪神高速道路湾岸線、

阪和自動車道への接続利便性の良さを活

かし、貨物船などによる海上輸送の拡充を

図ります。

②物流拠点の強化

港湾施設、荷役設備などの充実を促進し、

物流拠点としての機能強化を図ります。

３．住環境の整備

■現況と課題

住宅は、生活の拠点であると同時に、地域の

コミュニティ※を形成する拠点となる場所でもあ

ります。住宅やその周囲の住環境は、日常生活

に大きく関わることから、良好な住宅の供給と

快適な住環境の整備が求められています。

公営住宅については、居住水準の向上をめ

ざして整備が進められてきましたが、建物の老

朽化の進行や民間の住宅供給事情など、社会

情勢の変化に伴い、統廃合や建て替えなどの

対応が必要となっています。また、大阪府下平

均の3.7％に対し、本市では12.6％と、府下で最

も設置比率(平成15年現在：府営住宅管理戸

数／推計世帯数)が高い府営住宅の環境改善

が求められています。

既成市街地の住環境については、老朽密集

市街地や住工混在地区もみられるため、道路

や公園といった公共施設の整備を進めるなど

により、住環境を改善することが必要です。
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● 住宅の所有形態 
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持ち家 公営借家 民営借家 給与住宅 間借り 
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● 貝塚市における住宅所有形態の推移 
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●住宅の所有形態
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■めざす方向

安全な水の安定的供給をめざして、上水道

管理の効率化と充実を図るとともに、必要な水

源の確保と災害に強い安定した給水体制をつ

くります。

■基本計画

(1)水の安定供給と水源確保

①水の安定供給と必要な水源確保

これまでの配水量の実績や今後の市民の

生活スタイル、企業立地などによる産業用水

需要の方向を検討するとともに、浄水場施設

の更新を推進することにより自己水と府営水

道による水源の二元化を維持し、将来の水需

要に必要な水源を確保します。

②災害に強い施設整備

災害時の生活用水確保のため、配水池

の増強など、「貝▲市上水道施設整備計画

(アクア計画Ｃ－21)」に基づく施設整備を完

了させます。

③水資源の有効活用

水資源の有効活用を図るため、大規模施

設における水の循環利用など、節水対策を促

進するとともに、市民に対し節水意識の啓発

を進めます。

(2)上水道管理の効率化と充実

①安全な水の供給

常に安全な水を供給するため、水質検査と災

害時などの危機管理対策の強化に努めます。

②計画的な維持管理

給水事業の効率性を高めるため、浄水施

設の更新や老朽配水管の敷設替事業を計

画的に推進します。

③安価な水の供給

合理的・効率的な運営を図るため、配水場

の運転状況などの集中管理を引き続き行い、

管理運営システムの高度化を推進します。ま

た、業務管理や施設管理について一層の経

費節減を図ります。

第２節 快適で安全な都市を支える
基盤整備の推進

１．上水道の整備

■現況と課題

本市の上水道事業は、普及率※が99.7%とな

っており、今後は、老朽化した施設・配水管の

更新が最大の課題です。また、本市は、水源の

おおむね1/2を自己水源により、残りを府営水

道で賄っていますが、自己水源にかかる浄水場

施設は老朽化が懸念されることから、今後、浄

水場施設の更新を進めていく必要があります。

「清浄にして、豊富低廉な水の供給」は、水

道法の目的であり、その目的を達成するため、

水質検査の強化などとともに、安定的な水の供

給を目指し、「貝▲市上水道施設整備計画(ア

クア計画Ｃ－21)」(平成８年３月策定・平成15

年度見直し)により、今後も災害に強い施設づ

くりを行っていく必要があります。

また、貝▲市の給水原価は、大阪府下各市

に比べて安価であり、今後もこの状況を維持す

るため、引き続き水道事業の経営効率化を進

める必要があります。
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(2)汚水処理対策の推進

市内全域での汚水処理対策のため、「貝▲

市生活排水処理基本計画」(平成18年３月策

定)により、下水道整備に時間を要する地域は、

合併処理浄化槽※や農業集落排水施設の整備

を促進し、総合的な汚水処理対策を進めます。

(3)下水道特別会計の健全化

「第２次貝▲市中長期下水道整備計画」の

見直しとともに、下水道整備にかかる経費につ

いて効率化を進め、計画的な起債の借入・償

還を行います。また、水洗化の促進や下水道使

用料の見直しにより、収支の改善に努めます。

３．災害に強い社会基盤の整備

■現況と課題

未曾有の都市型大災害となった阪神淡路

大震災以降、いつ起こり得るか分からない地震

に対する人々の不安は増大しています。また、

地震による直接的な被害だけでなく、近い将来

発生が予測されている東南海・南海地震では、

津波による被害も危惧されています。

地震や津波に対する都市防災機能を高める

ため、建物の耐震化や、火災発生に備えた耐

震性貯水槽、備蓄倉庫の整備、防潮堤や水門

の強化が必要とされています。

台風や大雨による風水害への備えも重要で

す。老朽ため池の改修や河川整備などの雨水

排水事業を順次計画的に行ってきましたが、今

後も継続して整備を進め、水害対策を講じる必

要があります。さらに、災害発生時には、水道・電

気・ガスといったライフライン※の確保や、延焼防

止・避難場所のためのオープンスペースが必要

であり、こうした社会基盤の整備を進めていくこ

とも重要な課題となっています。

■めざす方向

安心して安全に暮らせるまちの形成をめざし

て、災害に強い社会基盤の整備を進めます。

■基本計画

(1)地震や津波に強い施設整備

①公共施設の耐震化

防災拠点となる施設のうち、耐震基準を満

たしていない施設の耐震化を推進します。

学校、幼稚園、保育所など教育・保育施設

の耐震診断を進め、必要な耐震補強工事を

計画的に実施します。
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２．公共下水道の整備

■現況と課題

本市の公共下水道整備は、「第２次貝▲市中

長期下水道整備計画」(平成11年12月策定)に

基づき、事業認可区域※を1,264haとし、下水道

普及率※の向上をめざして整備を進めてきました

が、厳しい財政状況のもと、平成17年(2005年)３

月末現在の普及率は38.1％となっています。

下水道供用開始区域※にあっても、下水道に

接続されていない家庭もあり、市民の理解を得

ながら下水道への接続を推進していくことが必

要です。また、既に整備された下水道については、

今後、維持管理の必要性が増してきています。

地理的条件などから下水道整備に時間を要

する状況のなか、市内全体の汚水対策を進め

るため、合併処理浄化槽※の普及促進も併せ

て行うことが求められています。

下水道特別会計の収支は、大幅な収支不

足を一般会計からの繰入金に頼っている状態

であり、採算性の確保を図るため、整備計画や

下水道使用料の設定について見直しを行う必

要があります。

■めざす方向

衛生的な都市環境の創造をめざして、効果的

な下水道整備とともに合併処理浄化槽の普及

を促進し、総合的な汚水処理対策を進めます。

■基本計画

(1)下水道事業の推進

①第２次中長期下水道整備計画の見直し

「第２次貝▲市中長期下水道整備計画」を

見直し、投資効果の高い区域を優先した整備

計画を作成し、事業を効果的に推進します。

②供用開始区域における水洗化の促進

水洗化を促進するため、下水道接続の必

要性を、広報紙やホームページなどにより周知

し啓発に努めます。

③施設の計画的維持管理

整備済みの下水道管などの施設について

は、定期的な洗浄などにより適切な流量を維

持し、長期にわたって利用できるよう計画的に

維持管理を行います。
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４．人に優しい社会基盤づくり

■現況と課題

本市の公共施設は、建築以来相当年数を

経過した建物が多く、障害者や高齢者などが

安心して利用できる施設整備が十分とはい

えない状況です。また、車椅子などの通行に

支障となる、歩道の段差や障害物なども多く

存在します。

環境負荷が少ない移動手段として、公共交

通機関の利用促進が望まれており、同時に人

に優しい環境づくりとして、鉄道駅や駅周辺施

設、車両などのバリアフリー化の推進とともに、

あらゆる人が利用しやすいユニバーサルデザイ

ン※の導入が必要です。

■めざす方向

誰もが快適で利用しやすいまちの形成をめざ

して、人に優しい都市基盤の整備を進めます。

■基本計画

(1)バリアフリー※の推進

「ハートビル法※」、「大阪府福祉のまちづくり条

例」に基づき、公共・民間施設のバリアフリー化

を推進するとともに、「交通バリアフリー法※」に

基づき、鉄道駅などについても関係機関との連

携のもと、バリアフリー化を促進します。

(2)ユニバーサルデザインの導入

新たな都市基盤の整備にあたっては、ユニ

バーサルデザインの考え方を取り入れ、あらゆ

る人が利用しやすい施設・設備の整備に努

めます。

47

［基本計画］第１章 美しく暮らしよい環境創造都市

②防災施設の整備促進

津波対策として、防潮堤や水門の整備を

関係機関に働きかけるとともに、水門の点検

及び維持管理を適切に実施します。

避難生活や救援活動などを支える社会基

盤として、道路・橋梁、防火水槽などの耐震補

強を図るとともに、災害に強い水道施設の整

備を推進します。

備蓄倉庫、耐震性貯水槽、災害時用ヘリ

ポートなど、災害応急対策に必要となる施設

の整備を推進します。

(2)洪水や火災などに強い基盤整備

①総合的な治水対策

保水能力を持つ農地、ため池、緑地などの

保全に努め、景観にも配慮した潤い空間とし

て整備します。

河川や排水路の越流による道路冠水など

を防止するため、雨水排水対策を推進します。

臨海部における低地浸水を防止するため、

雨水ポンプ場などの排水施設の整備や維持

管理に努めます。

公共施設における雨水利用や雨水浸透桝

の設置に努めるとともに、家庭や事業所にお

いても雨水利用を促進するなど、水害防止に

有効な雨水対策を進めます。

②災害緩衝地帯の確保

避難場所に活用でき、延焼遮断効果も期

待できる緩衝地帯として、公園などの整備を

図るとともに、農地やため池をはじめオープン

スペースの保全・確保に努めます。
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二色の浜雨水ポンプ場
タウンウォッチングでの車椅子体験



②インターネット活用の推進

公共施設において、インターネットを利用した

行政情報の提供ができる方法を検討します。

資源節約のため、行政関係文書をはじめ

として、インターネットなどの情報通信を活用し

たペーパーレス化※を進めます。

③携帯電話などを利用した行政・防災情報な

どの提供

携帯電話などの利便性を活かし、災害情

報などの迅速な提供ができるよう、運用方法

の検討を進めます。

④広域的な連携の推進

広域に亘る行政情報の効果的な発信を図

るため、近隣市町との連携のもと、情報内容

の充実に努めます。

(2)安全・安心な運用

行政情報保護のため、職員の情報管理意識

の徹底とともに、セキュリティ技術の向上を図り

ます。

ＬＧＷＡＮ※や住民基本台帳ネットワークの運

用に関しては、国のガイドラインなどに沿って適

切・確実な運用を行います。
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５．情報通信基盤の整備

■現況と課題

本市は、ホームページを平成９年(1997年)10

月に開設し、平成16年(2004年)には年間約14

万２千件のアクセスを得る状況になっています

が、今後ますます内容や機能などの向上が求

められています。また、携帯電話の普及により、

その利便性を活かした情報発信内容の充実も

求められています。さらに、インターネットによる情

報化が進展するなか、公共施設で市民がパソ

コンを利用して必要な行政情報などを得ること

のできる環境整備が課題となっています。

一方、情報化の進展によって、電子情報によ

る連絡網の広域化が図られるなか、行政情報

の保護対策の必要性が高くなっています。デー

タの損、改ざん、漏洩などが発生した場合、行政

事務の遂行や市民生活に多大な影響をおよぼ

す恐れがあることから、万全な安全対策が求め

られています。

ＬＧＷＡＮ(地方行政機関を結ぶ総合行政ネ

ットワーク)※など、国が推進する行政機関ネット

ワークの整備が進んでいますが、行政情報の漏

洩対策とともに、効果的な運用方法の検討も必

要となっています。

■めざす方向

行政情報の迅速な提供と情報保護対策の

確立をめざして、ホームページなど情報環境の

整備とともに、安全・安心な情報システムの運用

を行います。

■基本計画

(1)情報環境の整備と活用

①市のホームページの充実

行政情報の詳細・迅速な提供や情報公開

を推進するため、ホームページの内容の充実

を図ります。
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● 貝塚市ホームページアクセス数の推移 

平成 8年10月 インターネット初接続 

平成 9年10月 「貝塚市ホームページ」開設 

平成12年6月 「貝塚市ホームページ」リニューアル（１回目） 

平成14年8月 住民基本台帳ネットワーク第１次サービス開始 

平成15年4月 「貝塚市ホームページ」リニューアル（２回目） 

大阪府下全市町村が、一斉に総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）に接続 
平成15年8月 

住民基本台帳ネットワーク第２次サービス開始 

平成16年1月 公的個人認証サービス開始 

携帯端末版ホームページ「Mobileかいづか」の開設 
平成17年5月 

図書館の蔵書検索システムの開始 

平成17年10月 図書館の蔵書予約システムの開始 

● 貝塚市ホームページ開設以降の経過 

●貝▲市ホームページのトップページ

●貝▲市ホームページ開設以降の経過

●貝▲市ホームページアクセス数の推移塚 
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第４節 美しく個性的なまちづくりの推進

■現況と課題

まちの景観は、人々の暮らし、地域の歴史、

自然環境などにより形成され、生活環境を左右

する大きな要素です。優れた景観は地域に暮ら

す人々に安らぎや充足感をもたらし、生活に潤

いと季節感を与えてくれます。

本市は、和泉葛城山を背景とする山間部、田

園空間が広がる丘陵部、白砂青松の二色の浜

から大阪湾を望む臨海部など多彩な自然景観

を有しています。また、近木川を中心として地域

に多く点在するため池が創出する水辺空間、貝

▲寺内町の町並みや水間寺周辺の風景に代

表される歴史的景観も貝▲の景観の特色とな

っています。

今後は、行政だけではなく、市民一人ひとりが

地域に形成されている景観に対する共通認識

を持ち、暮らしやすい、美しい景観を守っていく

必要があります。また、公園・緑地の整備につい

ては、「貝▲市緑の基本計画」(平成12年８月策

定)に基づき、計画的かつ総合的な整備を推進

していく必要があります。都市公園※については、

これまでに水間公園、福田公園、市民の森など

16カ所の整備を行いましたが、今後も公園面積

の拡充とともに年次的な補修を行っていく必要

があります。

■めざす方向

まちが緑に包まれ、良好な町並みが形成され

ているとともに、潤いとやすらぎを感じる空間が

身近に整っている都市環境をめざして、水辺空

間や公園・緑地の整備に努め、魅力ある景観

の創出を市民参加で進めます。

■基本計画

(1)町並み及び歴史的景観の保全と整備

①良好な市街地景観の形成

公共建築物をはじめ、道路や街路樹などの

整備にあたっては、大阪府景観条例(平成10

年)に基づき、周囲の景観に配慮し、良好な市

街地景観の形成を図ります。

市民や市民団体、事業所と協働のもと、街

路清掃などを促進し、清潔な町並みづくりを

進めるとともに、景観を阻害する違法広告物

などの防止や撤去に努めます。

②歴史的景観の保全・整備

国の登録文化財を含む貝▲寺内町の町

並み、水間寺周辺の風景など貴重な歴史的

景観について、市民との協働を基本として保

全と整備に努めます。

(2)公園・緑地と水辺景観の整備・創出

①公園・緑地の整備

市街地における緑とやすらぎ空間の増大

をめざして、都市公園※の整備を引き続き推進

するとともに、既存の公園・児童遊園の適切

な維持管理を行います。

「貝▲市緑の基本計画」に基づき、緑地の

保全を図るとともに川沿いや道路などの緑化

を推進し、緑のネットワーク化を進めます。
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第３節 道路の安全性と利便性の向上

■現況と課題

本市の道路体系は、阪神高速道路湾岸線、

阪和自動車道、国道26号、国道170号などによ

って南北方向の広域道路体系が形成され、こ

れと交差する東西方向の貝▲中央線が市域

内の骨格を形成していますが、さらなる道路体

系の充実のため、泉州山手線などの都市計画

道路の整備が引き続き求められています。また、

道路整備の進展に伴い、道路・橋梁の老朽化

も進んでおり、計画的な改修を行う必要があり

ます。

歩道が未整備あるいは狭小な幹線道路や

補助幹線道路もあり、段差のある歩道も多いた

め、歩行者や自転車の安全性の向上と、車椅

子などの通行の円滑化が課題となっています。

さらに、道路を単なる交通処理空間とみるので

はなく、積極的に歩きたくなる道路づくり、環境

や景観を重視した道路づくりなども求められて

います。

■めざす方向

幹線道路の渋滞解消や安全性の向上ととも

に、歩行者や自転車が利用しやすい道路環境

をめざして、幹線道路における道路交通の円滑

化や、生活道路における良好な交通環境づくり

を進めます。

■基本計画

(1)道路交通の円滑化

①渋滞緩和と安全性の向上

幹線道路の渋滞緩和や安全性の向上を図

るため、交差点における右折レーンの設置や信

号改良など、効果の高い方策を関係機関と協

議して進めます。

安全で安定した交通基盤の維持のため、既

存の道路・橋梁について、効果的な維持補修

と計画的な改修を図ります。

②道路体系の充実

市内の道路体系の充実にむけて、市内中

央部における南北幹線道路となる泉州山手

線をはじめとする都市計画道路の整備を促

進します。

(2)良好な交通環境づくり

①歩行者の安全対策の推進

歩行者・自転車の安全を確保するため、幹

線道路を中心に、歩道設置などの交通安全

対策を関係機関と協議のうえ進めます。

②人にやさしい交通環境の整備

交通安全施設の整備に当たっては、段差

の少ない歩道の設置など、車椅子などの通行

に配慮した交通環境づくりを進めます。

環境重視・健康志向に配慮し、歩行者や

自転車が安全に通行することのできる遊歩道

などの整備に努めます。
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平成11年度 

年 度  

272,583

道路延長 

157

橋梁数 

3,742

12年度 276,832 158 4,240

13年度 281,487 159 4,246

14年度 281,064 158 4,431

15年度 283,431 160 4,432

16年度 286,988 161 4,469

橋梁延長 

単位：m

● 道路延長・橋梁数・橋梁延長の推移 

（％） 

12

15

14

13

平成12 13 14 15 16（年度） 

13.0
13.2

13.1

13.4

13.6

● 市道における歩道設置状況 

【歩道等設置率】 

住区基幹公園※ 

合 　 計  

5

園　　数 

 91,000

面積（m2） 

都市基幹公園※ 1 400,000

その他の公園 17 108,736

児 童 公 園  124 43,057

147 642,793

● 道路延長・橋梁数・橋梁延長の推移

●公園設置の状況（平成17年3月末現在）

●市道における歩道設置状況



第５節 美しい自然環境の保護

■現況と課題

本市は、海と山と田園・丘陵地帯を併せ持ち、

海浜部においては、潮干狩や海水浴で多くの

人が訪れる二色の浜、また、山間部では国の天

然記念物である和泉葛城山のブナ林など豊か

な自然環境に恵まれています。

自然環境とのふれあいについて、市民アンケ

ートでは、満足・やや満足といった評価が８割近

くに達しています。一方で、中学生アンケートでは、

満足・やや満足の合計で約６割と評価が低い傾

向にあり、今後は、環境教育などを通じ、その価

値を伝え、地域の自然環境や資源を次世代に

引き継ぐいでいく必要があります。 自然遊学館においては、貝▲の自然の常設

展示や環境調査事業のほか、自然体験学習会

を開催しており、活動への参加希望者は年々

増えつつあります。また、近木川の保全活動とし

て、流域の学校の教師などが主体となった「近

木っ子会議※」や、子どもが中心となった「近木っ

子探検隊※」による熱心な活動が展開され、市民

意識の向上にもつながっていますが、今後さらに

企画内容を充実することにより、環境保全に対

する市民意識をより高めていくことが求められて

います。

■めざす方向

美しい自然環境を次世代に引き継ぐため、自

然保護についての市民意識の向上を図り、市

民との協働により自然環境の保護に努めます。
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②水辺景観の整備と美化

河川改修にあたっては、府と調整を図り、親

水性を活かした整備に努めます。また、河川

の美化については市民協働による取り組み

を進めます。

ため池は、地域の景観としても優良な水

辺空間であるため、農業者だけでなく、地域

住民の理解と協力を得ながら景観整備を

促進します。

(3)市民参加による魅力ある景観の創出

市民の景観づくりに対する意識を高め、町並

みに合わせた生垣や道路に面した庭の植栽な

どにより、地域ぐるみでの魅力ある景観の創造

を促進します。

市民に親しまれる景観づくりのための制度や

仕組みに関する情報の提供とともに、アドプト制

度※を活用した地域での取り組みなど、暮らしに

密着した景観形成活動の支援に努め、美しい

町並みの創出を図ります。
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道　路 

対　象 

公
共
公
益
施
設 

・緑化延長を20km（現況9.9km）に増やす 
・楽しく歩ける歩行空間づくりをすすめる 
 

河　川 
・親水空間の整備をすすめる 
・緑道の整備をすすめる 
 

供給処理施設 ・緑被率を30％（現況24.0％）に増やす 

公営住宅 ・緑被率を30％（現況10.3％）に増やす 

官公庁施設、教育文化施設、 
社会福祉・医療施設等 ・緑被率を20％（現況14.4％）に増やす 

目　標 

出典：「貝塚市緑の基本計画」（平成12年８月） 

● 公共施設の緑化目標 

高齢者や障害者へのボランティア活動 

まちの清掃や美化などの環境活動 

子ども会や地域スポーツ活動指導応援 

国際交流の活動 

文化財や歴史的町並みの保存活動 

文化・芸術の振興を図る活動 

●中学生アンケートの結果  
　まちづくりに参加したい内容（複数回答）件数＝49

0 10 20 30 40 50（％） 

40.8

38.8

32.7

28.6

26.5

26.5

寺内町の町並み

水間公園

不満 やや不満 やや満足 満足 

自然と環境とのふれあい 

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60-30-40 70 80（％） 

-4.6 -17.4 57.5 20.6

自然と環境とのふれあい 

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60-30-40 70 80（％） 

不満 やや不満 やや満足 満足 

-7.6 -30.9 43.9 17.6

75,886

平成12年度 

71,391

平成13年度 

63,330

平成14年度 

74,083

平成15年度 

65,904

平成16年度 

● 自然遊学館入館者数の推移 

和泉葛城山のブナ林

●公共施設の緑化目標

●中学生アンケートの結果
まちづくりに参加したい内容（複数回答）件数＝49

［市民アンケートの結果］

［中学生アンケートの結果］

●自然遊学館入館者数の推移

出典：「貝▲市緑の基本計画」（平成12年８月）



第６節 環境に対する負荷の抑制

１.ごみ処理とリサイクル

■現況と課題

本市のごみ収集量は、人口増加などを背景

に、増加を続けていましたが、ごみの減量化や再

資源化の促進などにより、平成14年(2002年)の

48,987ｔをピークに、平成16年(2004年)には

40,713tとなり、２年間で8,274ｔ、率にして約17％

減少しています。

家庭系のごみについては、一層の減量化に

向けて、過剰包装の商品などを買わないための

動機付け・啓発が求められています。また、事業

系のごみについては、家庭系ごみに比べ排出

量の減少幅が少なく、事業系ごみの減量化がこ

れからの課題となっています。

最終処分場の処理能力や地球温暖化※など

環境への影響が懸念されているなか、大量消

費・大量排出社会から循環型社会への転換を

図り、ごみの減量化を進めるためには、使い捨て

を避けるなどの市民への啓発とともに、分別収

集、リサイクルを推進していくことが重要です。

さらに、ごみ焼却工場の老朽化による建替え

のため、今後、建設負担金の増大が見込まれて

おり、廃棄物処理業務の効率化とともに、ごみ

処理にかかる適正な費用負担のあり方が課題

となっています。

ごみの収集については、プラスチックごみな

ど資源ごみの適正な収集方法・回数などを検討

する必要があります。また、テレビ、冷蔵庫、エア

コンなど、リサイクルが義務付けられた廃家電品※

について、正しい処分方法の周知とともに、粗

大ごみなどが不当に廃棄されない環境づくりを

進める必要があります。

■めざす方向

ごみ処理による環境負荷の軽減をめざして、

市民との協働によって、ごみの発生抑制及び再

利用・再資源化を推進するとともに、廃棄物処

理体制の充実と効率化を図ります。

■基本計画

(1)ごみの減量と再利用・再資源化の推進

①ごみの発生抑制

市民の主体的な行動によりごみの発生を

抑制するため、ごみとなる包装が少ない商品

の選択や買い物袋の持参などについて啓発

を進め、環境意識の向上に努めます。

家庭での生ごみ抑制方法などの情報提供

とともに、コンポスト※貸し出しのＰＲ、生ごみ処

理機購入補助などの充実を図り、生ごみの減

量を促進します。

事業系一般廃棄物については、事業者へ

の指導・助言などを通じて、減量と分別の徹

底に向けての啓発を行います。

55

［基本計画］第１章 美しく暮らしよい環境創造都市

■基本計画

(1)市民との協働による自然環境保護と活用

①市民活動の促進

自然遊学館の事業をはじめ、子どもから高齢

者までの活動を展開することにより、市民との

協働による環境保護の取り組みを拡大します。

自然を活かした学習活動や清掃活動など、

地域で環境保護活動を行う人材の育成と活

動支援を進めます。

川や海の水質浄化をめざし、下水道整備

の推進、合併処理浄化槽※の普及促進ととも

に、市民啓発により家庭排水の改善を促進

するなど、川の水質改善に取り組みます。

継続的で活発な河川環境の保全活動を

進めるため、「近木っ子会議※」や「近木っ子

探検隊※」活動の充実発展とともに、新たな市

民活動の拡充を促進します。

近木川に関する府の自然再生事業※と連

携し、市民の環境保護・創造活動をサポートす

るとともに、子どもたちのワークショップ※など、

子どもの参画を進めながら近木川をはじめと

する河川の自然再生に取り組みます。

②情報の発信

地域が保有する自然の素晴らしさや、身近

な自然環境に関する情報を積極的に発信

し、自然保護意識の向上に努めます。

(2)地域に応じた自然環境の保護と啓発

①地域に応じた自然環境の保護

臨海都市、田園・丘陵市街地、山麓・林間

交流のそれぞれのゾーンの方向性に沿った自

然環境の保護を図ります。特に山麓・林間交

流ゾーンについては、優れた自然環境の保護

に努めます。

国立千石荘病院跡地周辺地域について、

関係機関などとの協議のもと、自然環境や歴

史遺産の保護に努めます。

②環境教育の推進

自然保護に対する市民の理解を深めるた

め、貝▲の自然を舞台にした体験学習など、

環境教育を一層推進します。

学校教育においても、身近な自然や環境保

護についての教育に積極的に取り組みます。

③森林環境の保全

市域面積の４割を占める森林を市民共通

の財産として次代に継承していくため、間伐

や下草刈りなど、森林の保全を市民との協働

により進めます。
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（ha） 

1,700

1,850

1,800

1,750

昭和49 59 平成6 16（年） 

1,828

1,811

1,783
1,777

● 貝塚市における林野面積の推移 

資料：大阪府環境農林水産部緑整備室 
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● 一般廃棄物収集状況 

うち家庭系ごみ 
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葛城山クリーンハイキング

資料：大阪府環境農林水産部緑整備室

●貝▲市における林野面積の推移

●一般廃棄物収集状況

塚 



２.環境保全

■現況と課題

近年、地球温暖化※など地球規模での環境

問題が顕著となり、人々の環境に対する意識が

高まっています。平成17年(2005年)には京都議

定書※が発効し、地球温暖化対策として国レベ

ルにおいて二酸化炭素などの温室効果ガス※の

削減がルール化されたことに伴い、わが国では

平成24年(2012年)までに、平成２年(1990年)の

排出レベルから６％の削減が必要となりました。

このため、地方自治体においても温室効果ガス

の削減計画策定が義務付けられ、今後は具体

的な削減に向けた取り組みが求められていま

す。地球環境保全のために、行政や事業所をは

じめ、市民一人ひとりが省資源・省エネルギー

に取り組む必要があります。

また、市民による地域環境保全の取り組みと

して、カンカンピックアップ運動※、町会の環境美

化活動などが行われていますが、身近な生活環

境や都市環境から地球環境まで、より質の高い

環境保全の意識づくりのために、今後も市民協

働のもと、多面的できめ細かい対策を進めてい

く必要があります。
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②再利用・再資源化の推進

資源ごみについては、リサイクルに適した

方法を見極めながら、できるだけ効率のよい

分別方法を検討するとともに、市民に分別徹

底の協力を求めていきます。

地域での資源ごみ回収活動を引き続き支

援するとともに、廃棄物減量等推進員※の活

動の活性化を促進します。

リサイクルが義務付けられた廃家電品※な

どの処分について、適正な方法の周知と市

民への啓発を図るとともに、監視体制を強化

するなど不法投棄の防止に努めます。

(2)ごみ処理体制の充実

①ごみ処理体制の充実と効率化

合理的なごみの処分・リサイクルに向けて、

岸和田市貝▲市清掃施設組合※の新工場及

びリサイクルプラザの建設を進め、施設・設備

の充実を図ります。

家庭ごみ・資源ごみの収集回数や方法を

適宜見直すなど、効果的なごみ収集・リサイク

ル推進体制の検討を進めます。

ごみの減量化をめざし、ごみ処理費用の市

民負担のあり方を検討すると同時に、ごみ収

集・ごみ処理業務の効率化を図ります。

②安全性の確保と環境への配慮

ごみ処理に伴い発生する排出ガス・焼却

灰・汚泥からの有害物質排除を安全かつ適

正に行うなど環境への配慮に努めるとともに、

ごみ焼却により発生する熱エネルギーの有効

利用について検討を進めます。
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ごみの分別収集パンフレット

岸和田市貝▲市清掃施設組合クリーンセンター

カンカンピックアップ運動

1

GWP注） 

二酸化炭素（CO2） 1,122.3

京都議定書 
の基準年 

 1,122.3

平成2年 
（1990年） 

1,213.1

平成7年 
（1995年） 

1,239.0 

平成12年 
（2000年） 

1,213.8

平成13年 
（2001年） 

1,247.6 

21メタン（CH4） 24.7 24.7 23.3 20.7 20.2 19.5

310一酸化二窒素（N2O） 40.2 40.2 40.8 37.8 35.1 35.4

23,900六ふっ化硫黄（SF6） 16.9 　 16.9 6.8 5.7 5.3

　 計 1,236.9 1,187.2 1,326.9 1,336.7 1,302.3 1,330.8 

出典：環境省地球環境局地球温暖化対策課「地球環境保全に関する関係閣僚会議（2004年5月）」資料 

HFC-134a： 
1,300など 

 

ハイドロフルオロ 
カーボン類（HFCs） 20.2 　 20.2 18.6 15.9 13.3

PFC-14： 
6,500など 

 

パーフルオロ 
カーボン類（PFCs） 12.6

ー 

ー 

ー 　 12.6 13.9 11.7 9.6

平成14年 
（2002年） 

注）GWP＝地球温暖化係数（Global Warming Potential）のこと。個々の温室効果ガスの地球温暖化に対する
効果を、その持続時間も加味して、二酸化炭素の効果に対して相対的に表す指標。同一重量にしてメ
タンは二酸化炭素の約21倍、亜酸化窒素は約310倍、フロン類は数百～数千倍となる。 

● 国内各温室効果ガスの排出量の推移



３．公害防止

■現況と課題

本市における公害の現況は、公害関係法令

による規制基準の強化及び公害対策の推進に

より、工場や事業所からの発生は相当の改善

がみられますが、自動車公害や多様化する市民

生活に起因する公害問題の比重が高まってき

ています。

自動車公害対策については、窒素酸化物

（NOx）や浮遊粒子状物質（PM）を削減するた

め、平成13年(2001年)に「自動車NOx・PM法」

が改正され、平成15年(2003年)には大阪府内

関係団体により、NOx・PM削減に取り組むため

の広域的な対策が進められています。

また、本市では、自動車排出ガス街頭検査を

実施し、排出ガス抑制の指導・啓発に取り組ん

でいます。

自動車交通量の増加に伴う幹線道路の

沿道騒音については、環境基準を上回って

いる地点があり、改善に向けた取り組みが

必要となっています。

■めざす方向

公害の軽減と発生防止をめざして、市民協働

による公害防止活動に取り組みます。

■基本計画

(1)公害防止対策の推進

①公害監視活動の強化

廃棄物の不法投棄や野焼き、未処理排水

の垂れ流しなどについて、関係機関の協力

のもと、監視の強化を図ります。

②実態把握と指導の推進

河川の水質汚濁については、河川に流れ

込む家庭排水の浄化を促すとともに、工場排

水などについても実態把握と適正処理に向

けての指導に努めます。

騒音対策については、道路などの騒音に

ついて実態把握に努め、道路環境の改善な

ど騒音軽減に向けた方策を進めるほか、深夜

騒音発生源への指導など警察等関係機関と

協力した取り組みを進めます。

(2)市民協働による公害防止

①自動車排出ガスの削減

自動車排出ガスについては、定期的な測

定などにより監視を行う一方、排出ガス削減

のために、公共交通機関や自転車の利用を

促進します。また、アイドリングストップ※の奨励な

ど、関係機関の協力を得ながら排出ガスを低

減させる取り組みを進めます。

②地域連携による公害の未然防止

騒音など近隣公害の未然防止に向け、市

民相互の理解を深めるため、地域連携を促

進し、公害防止や環境保全意識の向上に努

めます。
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［基本計画］第１章 美しく暮らしよい環境創造都市

■めざす方向

持続可能な都市※環境と美しい地球環境を次

代に引き継ぐため、市民や事業所との協働のも

と、地域環境と地球環境の保全に取り組みます。

■基本計画

(1)地域環境保全への取組み

①環境教育・啓発活動の推進

家庭で実践できる環境保護や公害軽減の

正しい情報を市民に提供するなど、身近な環

境保護意識の啓発に努めます。

学校における環境教育や市民への環境問

題啓発活動の実施を進めるとともに、クリーン

キャンペーン※など市民が主体となった環境活

動の積極的な取り組みを促進します。

ごみの投げ捨てや放置、不法投棄防止の

ため、市民への啓発の充実や警告看板の設

置などの対策を進めるとともに、夜間パトロー

ルなど監視の強化に努めます。

②協働による環境保全

市民・事業者・行政が連携し、環境保全活

動におけるパートナーシップ※を確立するため、

それぞれの立場で効果的な活動を行う方策

を検討します。

エコマーク商品※など、環境に優しい商品

の選択や購入に関する情報提供に努めると

ともに、再利用品の活用など、環境保護につ

ながる市民の取り組みを支援します。

(2)地球環境保全への取組み

①温室効果ガスの削減

京都議定書※で取り決められた平成24年

(2012年)までの日本における温室効果ガス※

６％削減に向け、地域における計画策定を進

めるとともに、市民一人ひとりが行うべき取り

組みを周知し、市民との協働による温室効果

ガス削減を推進します。

②省資源化の推進

行政関係機関において、低公害・低燃費

自動車や省エネルギー・エネルギー再利用シ

ステムの導入に努めるとともに、企業などに対

しても導入を促進していきます。
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16

騒 音 

平成11年 1

振 動 

3

水質汚濁 

30

大気汚染 

13

悪 臭 

受理件数  

20

雑 草 

3

廃棄物 

4

その他 

90

総 数 

88

1912年 2 7 23 8 27 6 6 98 97

1313年 2 10 13 25 20 17 44 144 144

2314年 3 21 42 20 28 184 50 371 369

1615年 3 20 34 24 23 248 57 425 422

3116年 3 27 47 35 22 282 37 484 483

処理件数 
 
 

● 公害苦情件数及び処理件数の推移 

年 次 

● 公害苦情件数及び処理件数の推移


